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令和７(2025)年度第3回両毛地域医療構想調整会議並びに
両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議

１ 概要

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

３ 評価・新たな地域医療構想の策定に向けて



施策の方向性2015年度時点の状況
• 隣接する県との連携も踏まえた機能分化と連携の推進
• 病床機能転換や設備整備等の促進による回復期病

床及び回復期リハビリテーション機能の充実・強化
• 在宅医療の基盤整備及び介護との連携強化による在

宅療養体制の構築

• 様々な機能と分野で隣接する群馬県(太田・館林)との
間で流出入がみられる

• 佐野市において急性期後に転院する後方病院が少ない
• 高齢化の進展が早く、在宅医療等の早期の充実が必要
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• 現行の地域医療構想（2015年度策定）は、2025年における医療需要を推計して病床機能区分ごとの必要病床数を算出し、
その実現に向けた施策等をまとめたもの

• 目標とする2025年度を迎えたことから、現状を把握し、これまでの取組を振り返ることで現行の地域医療構想を評価
• 現行の地域医療構想の評価を踏まえて、来年度以降、新たな地域医療構想の策定に向けた検討につなげるもの

１ 概要

本資料の趣旨

両毛地域医療構想の概要

評価に当たっての注意事項
• 2025年の数値について、現行の地域医療構想策定時に使用したデータと同一形式のデータを使用していない箇所がある
• 令和6(2024)年度病床機能報告の結果は速報値であるため、今後変更が生じうる
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

１ 構想区域の医療等の概要
(1) 地域特性
• 区域内の人口は2014年10月1日現在269,065人で、県人口の

13.6%を占めている
• 老年人口(65歳以上)は76,197人(28.4%)だが将来的には増加し、

2025年には33%近くに達し、2035年には35%を超えると推計され
ている

(2) 人口動態
• 2014年における人口動態調査によると、出生数が1,840人、死亡数

3,434人
• 足利市・佐野市それぞれの、人口10万人当たりの死因別死亡数

(人)は、悪性新生物(331・345)、脳血管疾患 (145・174)、心疾
患(197・166)

(3) 医療機関等

病床計

有床診療所病院
療養病床一般病床施設数療養病床一般病床施設数

1,5620159133621,04112足利市

1,009050４228731５佐野市

2,5710209175901,77217計

人口10万対施設数区分

8.0(7.7)22施設(155施設)在宅療養支援診療所

5.8(4.3)16施設(  86施設)訪問看護ステーション
※ 施設数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

▲１ ▲128 ▲107 ▲６ ▲54 ― ▲289
※令和7(2025)年度栃木県病院・診療所名簿(2025.4.1)より

人口10万対施設数区分

8.5( 8.6)21施設(160施設)在宅療養支援診療所

15.4(12.7)38施設(237施設)訪問看護ステーション

※ 在宅療養支援診療所施設数は厚生局 施設基準の届出状況(2025.12.1)より
※ 訪問看護ステーション施設数は医療政策課調べ(2026.1.1)より
※ 人口は栃木県毎月人口統計(2025.12.1)より

｢県人口に占める両毛地域人口の割合｣が減少
⇒両毛地域の人口減少率は、県内でも比較的高い

病床数は全体で289床減少
⇒医療需要に応じた病床の集約化が進んだ

訪問看護ステーションが16施設から38施設に増加
⇒在宅医療体制の充実や需要の高まりがうかがえる

病床計

有床診療所病院
療養病床一般病床施設数療養病床一般病床施設数

1,441010883091,02412足利市

84104731746204佐野市

2,2820155114831,64416計

269,065 247,477 

1,980,960 1,867,044 
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

(4) 医療従事者数

• R4(2022)年度DPCデータによると、流出割合は12.4％、流入割合
は20.1％

(5) 受療動向の概要
• H23(2011)栃木県医療実態調査によると、病院の一般病床及び療

養病床への入院患者は、他の区域への流出割合が9.4%、他の区域
からの流入割合が20.1%

• 2025年には、高度急性期・急性期・回復期では流出が流入を超過
し、慢性期では流入が流出を超過すると推計

(6) 介護施設数（入所施設の定員）

人口10万対人数区分

183.4(212.9)493人(  4,214人)医療施設に従事する医師

71.1(  65.6)191人(  1,299人)医療施設に従事する歯科医師

164.5(151.6)442人(  3,001人)薬局･医療施設に従事する薬剤師

30.9(  42.3)83人( 837人)就業保健師

22.0(  23.3)59人(  462人)就業助産師

721.5(758.6)1,939人(15,019人)就業看護師

418.6(335.8)1,125人( 6,648人)就業准看護師
※ 人数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

人口10万対施設数区分

12.0(10.3)32施設（203施設）特別養護老人ホーム

4.1( 3.3)11施設（ 65施設）介護老人保健施設

人口10万対定員区分

498.6(453.3)1,334人(8,956人)特別養護老人ホーム

297.5(284.3)796人(5,617人)介護老人保健施設

※ 人数の()内は県全体数、人口10万対の()内は県平均

人口10万対人数区分

205.7(  246.6)509人(  4,605人)医療施設に従事する医師

71.5(    69.4)177人(  1,295人)医療施設に従事する歯科医師

197.2(  188.0)488人(  3,510人)薬局･医療施設に従事する薬剤師

42.4(    57.5)105人( 1,074人)就業保健師

24.6(    31.1)61人(  581人)就業助産師

1001.7(1043.8)2,479人(19,488人)就業看護師

373.8( 274.7)925人( 5,129人)就業准看護師
※ 医師、歯科医師、薬剤師数はR6医師・歯科医師・薬剤師統計より
※ 保健師、助産師、看護師及び准看護師はR6(2024)看護職員調査より

人口10万対施設数区分

14.2(12.8)35施設（238施設）特別養護老人ホーム

4.5( 3.3)11施設（ 62施設）介護老人保健施設

人口10万対定員区分

664.7(596.8)1,643人(11,134人)特別養護老人ホーム

331.3(297.5)819人( 5,551人)介護老人保健施設

※ 高齢対策課調べ（R8.1.1現在）

※ 令和6年第1回両毛地域医療構想調整会議資料3-2より
※ 県外への流出は除く

区域内の人口10万人当たりの医療従事
者数は、准看護師以外は増加傾向
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

２ 2025年の医療需要と必要病床数
計慢性期回復期急性期高度急

性期
機能区分

1,625459517494155

医療需要
(推計入院患者数)

(人/日)

1,912499574633206必要病床数
(床)

※ 入院実績はR6病床機能報告より（R6延べ在棟患者数/365で計算）
※ 入院実績（参考値）はR4年度DPCデータより

計慢性期回復期急性期高度急
性期

機能区分

1,55347611893029
入院実績
(人/日)

1,341
236

(～174
点)

349

(175点
～599

点)

745

(600点
～

2,999
点)

11

(3,000
点～)

【参考】
DPC病床の
入院実績

(医療資源投
入量ベース)

1,912499574633206
必要病床数

(床)

病床機能報告と医療資源投入量ベース（DPCデータ）の２パターンで
病床機能を区分し、それぞれの入院実績を算出した

回復期や慢性期の値に開きがあるが、これは病床機能報告は病棟毎
の報告である一方、医療資源投入量ベースでは、１つの入院で各点
数の範囲の日を算出しているため
｢2015年に推計された医療需要｣と｢現状の入院実績｣を比較すると、
推計ほど高度急性期や回復期機能の需要が高くなく、急性期の需要
が高かった
2040年頃の医療需要の推計に当たっても、病床機能報告だけでなく
複数の指標を比較し、実情を把握することが重要
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

３ 医療機能の分化・連携に向けた課題等
【特に取組を要するその他の課題等】
• 救急分野は、周辺地域(特に太田・館林)の患者を受け入れている一

方で、一部の患者を県南区域の大学病院が担っている。県境であり、
他県との連携も踏まえた体制の維持・強化が求められる

• 小児分野は、周辺地域(太田・館林)からの流入がみられるが、区域
内２病院と県南区域、他県を含めた圏域全体で小児を診ていく体制
の維持・強化が求められる

• 佐野市内は急性期後に療養を続ける病院が少なく、高度急性期・急
性期を担う病院においても、回復期機能を担うことが必要

• 高齢化の進行が早いため、在宅医療等提供体制の早期充実が必要

【高度急性期・急性期】
• 2025年も、２つの公的病院が中心的役割を担うと考えられ、他の医

療機関等との連携を強化しながら、機能の維持・強化が求められる

【回復期】
• 周辺地域(太田・館林・桐生)への流出が一部みられるが、区域内に

回復期リハビリテーション病床ができるなどの動きもみられる
• 将来の医療需要の増加を踏まえ、急性期病床から地域包括ケア病床

等の回復期機能を持った病床への転換が必要
• 在宅復帰に向け、在宅医療や介護施設等との連携強化が求められる

【慢性期・在宅医療等】
• 2013年と比べ2025年の在宅医療等の医療需要が1.30倍(2,381

人/日➝3,095人/日)、うち訪問診療分が1.27倍(1,288人/日
➝1,642人/日)と推計されることから、在宅医療等の充実に加え、介
護施設や地域包括ケア病棟等との連携強化が求められる

• 医師等の専門職が連携し、在宅療養における口腔衛生等の充実が
必要

• 高齢化に伴う在宅医療の推進・介護環境の充実を図るため、介護職
の確保及びレベルアップが必要

• 在宅や介護施設での看取りのあり方について、市民と理解を深めていく
ことが必要



6

２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

４ 目指すべき医療提供体制を実現するための施策

• 令和６年度に病床数適正化事業により、計33床(３病院)を減床

• 管内医療機関が、急性期の後方支援体制の充実のため、病床転換
等各種取組を実施

• 令和５年度に調整会議において、在宅や救急等各テーマ毎に、適宜
オブザーバーを招致し、意見交換を実施し、現状と課題を把握し整理

• 調整会議の他、在宅医療に関する連絡会議等を開催

• 医介基金を活用し、在宅医療施設や訪問看護ステーションの施設整
備支援を実施

• 医介基金を活用し、医師の働き方改革の推進に関する事業を実施

【医療機能の分化・連携の促進】
• 本区域及び隣接県の住民の受療動向等を踏まえ、各医療機関の自

主的な情報交換や医療機能の役割分担・連携を図る
• 回復期病床及び回復期リハビリテーション機能の地区ごとの充実・強

化のため、医療機関における病床機能転換や設備整備等を促進する

【在宅医療等の充実】
• 高齢化の早期進行により、慢性期病床や在宅医療の充実が必要な

ことから、訪問看護ステーションや在宅療養支援診療所等の基盤整備
を進める

• 医療と介護の連携・充実のため、医師等専門職の顔の見える関係づく
りを行い、在宅療養体制の構築を図る

• 在宅療養患者やその家族を支えるため、在宅医療等に関する情報提
供や相談機能を充実し、人生の最終段階における医療や看取りに関
する住民の理解を促す。

【医療従事者の養成・確保】
• 医療従事者の確保に係る医療機関等の自主的取組等を支援すると

ともに、再就職支援等により医療従事者の確保を図る
• 医療職場の環境改善に係る医療機関等の自主的取組を支援し、医

療従事者の定着を図る
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

５ 構想の推進体制及び関係者の役割

• 令和５年度以降、「地域医療提供体制データ分析事業」を活用し、
圏域内の医療提供状況等を算定し、医療機能の分化・連携に役立
てた

• 毎年調整会議にて、病床機能報告の結果や医介基金の活用状況に
ついて報告し、医療提供体制の検討に役立てた

(1) 推進体制
【地域医療構想調整会議】
• 最新のデータに基づき区域内の将来の医療提供体制のあり方とその構

築に向けた取組等を検討する
• 病床機能報告の結果の共有や「地域医療介護総合確保基金」を活

用した取組等の進捗状況の検証を行う

• 調整会議を運営し、地域医療構想に関する課題等の情報を共有

• 医介基金を活用し、病床の機能分化・連携・集約化など、医療需要
にあわせた医療機関等の自主的な取組を促進

(2) 関係者等の役割
【県・健康福祉センター(保健所)】
• 両毛地域医療構想調整会議等を運営し、「地域医療介護総合確

保基金」を活用するなどして、医療機関等の機能分化・連携に係る自
主的な取組を促進する
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２ 現行の地域医療構想策定時と現状の比較

現状現行の両毛地域医療構想の記載事項（抜粋）
【2015年度時点の記載】

５ 構想の推進体制及び関係者の役割

• 調整会議等に参画し、関係者それぞれの立場における、地域の現状・
課題等を共有することで、患者の療養のあり方等について深く検討

• 関係者それぞれが、分野毎に会議等の開催や、構想推進に向けた、
医療機能分化・連携の取組を実施

• 医療と介護の連携を強め、地域包括ケアシステムの構築を図った

• 医療需要を踏まえ、限られた医療資源を活用し、地域に不足する医
療機能に転換する働きかけを実施

(2) 関係者等の役割
【市町】
• 調整会議に参画し、医療機能分化・連携に向けた地域課題を共有

するとともに、地域包括ケアシステムの構築を図る

【保険者】
• 将来の医療需要の変化を見越した医療供給体制について具体的な

施策を提言する
• 保険者間の連携、医師会や看護協会等の関係団体との連携を深め

ながら、加入者の健康づくりの啓発や適切な受療行動の促進等医療
需要の適正化に努める

【医療機関等】
• 医療機能の分化・連携に係る地域課題を共有し、自ら機能分化に取

り組み、他の医療機関や介護施設等との連携を強化する等、将来の
医療需要に対応したバランスの取れた医療提供体制の構築に協力す
る

【介護事業者等】
• 医療機能の分化・連携に係る地域課題を共有し、医療機関等との連

携強化による介護サービス等の充実を図るなど、地域包括ケアシステム
の構築に協力する

【住民】
• 適切な受療行動に努めるとともに、人生の最終段階における医療・ケ

アを含めた自らの療養生活のあり方等について考えを深める
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３ 評価・新たな地域医療構想の策定に向けて

新たな地域医療構想の策定に向けて
• 新たな地域医療構想の策定に向けた取組として、まずは｢構想区域の点検・見直し｣を行うこととされている。この点については、人

口推計や既存の医療資源、必要病床数、医療の提供状況等を踏まえて、2040年やその先に向けて医療提供体制を検討する
区域として適切か、地域での協議を行う

• 引き続き、地域の限られた医療資源を効率的に活用するため、医療機関の役割分担を進めるとともに、医療機関間や医療機関と
介護施設等との連携を進める

• 2040年に向けて高齢化の進展に伴い、在宅医療・介護需要が今後一層高まる見込みであることや、精神医療が新たに構想の中
に組み込まれること等から、様々な分野の課題を「地域の課題」として一体的に捉え、総合的な視点で協議を行い施策を検討する

• 2015年度時点から引き続き課題としている事項も含め、今後策定する｢グランドデザイン(目指すべき医療介護提供体制)｣を中
心に、新たな地域医療構想の中でも対策を講じていくこととし、体制の維持・確保を図る

現行の地域医療構想の評価（まとめ）
• 両毛構想区域においては、2015年度時点から計289床の病床が削減され、医療需要に応じた病床の集約化が進んだ
• 区域内の訪問看護ステーション数が2.4倍程増（16施設➝38施設）となり、在宅医療需要の高まりがうかがえる
• 区域内の医療従事者数は各職種ともに増加しており、増大する医療需要を支えている。今後も当面は医療需要の増加が見込ま

れるため、引き続き医療従事者の養成・確保のための取組を推進していく必要がある
• 調整会議の委員をはじめとした関係者による各種事業の実施とともに、地域医療構想に基づいた医療機能の分化・連携に取り組

み、2015年と比較して高齢化が進んだ2025年の医療需要に対応した医療提供体制の構築を推進した。



今後の地域医療構想の進め方について
栃木県保健福祉部医療政策課

１ 新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の協議状況について

２ 本県における地域医療構想の進め方について

資料２
令和8(2026)年3月18日

令和７(2025)年度第3回両毛地域医療構想調整会議並びに
両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議



１．新たな地域医療構想の策定に向けた国検討会の
協議状況について
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」とりまとめ資料
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新たな地域医療構想と各種計画のスケジュール

厚生労働省「新たな地域医療構想等
に関する検討会」資料

まずは構想区域の点
検・見直しを行うことと
されている
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新たな地域医療構想の記載事項に係る検討状況

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画
等に関する検討会」資料
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地域医療構想調整会議の進め方について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加
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地域医療構想調整会議での検討事項について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加
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地域医療構想調整会議での検討事項について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加

新たな地域医療構想における調整会議と既存の各協議体の関係性を整理し、全体として漏れ・重複なく効率
的な協議体のあり方を検討する
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構想区域の点検・見直しについて

厚生労働省「地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料

追加



構想区域の点検・見直しについて

9

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料

追加

「人口20万人未満であれば一律に区域見直し」ではなく、二次医療圏としての医療提供体制の維持確保が難
しいと考えられる一つの目安が人口20万人であることから目安を設定したもの
⇒ 本県としては、構想区域の見直しは不要か
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病床機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料
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医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料

追加

「高齢者救急」の定義については国で検討中

R8.2.20の国検討会資料（とりまとめ案）によると、医療機関機能の決定については、まずは医療機関が自ら検討を行い医療機関機能を報告
し、その後調整会議にて当該報告結果のほか客観的なデータも踏まえながら協議の上、2028年度までに決定することとなる見込み
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医療機関機能について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計
画等に関する検討会」資料

追加
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医療機関機能について
R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構
想及び医療計画等に関する検討会」資料

追加

必ずしも既存の施設類型に応じて機械的にあてはめていくのではなく、その医療機関が担っている（今後担う）
役割に応じて医療機関機能を検討していく
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地域医療構想調整会議での検討事項について

厚生労働省「地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会」資料

2025年12月法案可決・成立
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地域医療構想調整会議での検討事項について

R8.1.28第10回厚生労働省「地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会」資料

追加

精神医療に係る国ガイドライン発出はR8(2026)年度末と想定されて
いることから、都道府県での協議はR9(2027)年度から開始となる見
込み



２．本県における地域医療構想の進め方について
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進め方（スケジュール）について

令和9(2027)年度令和８(2026)年度令和７(2025)年度年度
• 調整会議で協議の上、各医療機関が報告

する医療機関機能を決定【全区域】
• 医療機関機能に着目した医療機能の分化・

連携に係る協議【全区域】
⇒令和10(2028)年度中に新たな地域医療

構想を策定

• 新たな地域医療構想の策定に向けた取組
を開始（グランドデザインも踏まえて検討）
【全区域】

• 精神医療に係る地域医療構想ガイドライン
検討【国】

• 新たな地域医療構想に係るガイドライン検討
【国】

• 区域対応方針に基づく取組の実施【宇都宮】
• 現行の地域医療構想の評価【全区域】
• グランドデザインの策定【宇都宮以外】

取組
内容

栃木県地域医療構想調整会議各地域の地域医療構想調整会議月
○新たな地域医療構想策定に係るガイドラインの内容を整理
（策定に向けたスケジュールの確認・調整）
○今後の調整会議のあり方（委員構成等）の検討開始

【参考】現委員の任期満了日は令和9(2027)年3月31日

4~6月

○第１回栃木県地域医療構想調整会議の開催
医療介護総合確保基金の事後評価
構想区域の見直しに係る各区域の協議結果の報告

○第１回地域医療構想調整会議の開催
構想区域の点検・見直しの要否を協議

○国から新たな地域医療構想策定データセットの提供
データセットをもとに人口推計、既存病床数、人材等の医療
資源等のデータから現状を把握し、グランドデザインも踏まえ、
今後の地域課題を検討

7~9月

○第２回地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題の共有
地域毎の必要病床数（案）の協議

1 0 ~1 2 月

○第２回栃木県地域医療構想調整会議の開催
現状を踏まえた今後の地域課題、全域で対応すべき課題の共有
地域毎及び県全体の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
構想策定に向けたR9年度の取組について

○第３回地域医療構想調整会議の開催
地域毎の必要病床数の決定
医療機関機能（素案）の提示
R9年度の調整会議のあり方（委員構成等）の協議
構想策定に向けたR9年度の取組について

1~3月

スケジュール（全体）

スケジュール（R8年度予定）

※ 上記スケジュールは現時点での想定であるため、厚生労働省の協議の進捗状況等により今後変更が生じるおそれがある。



両毛構想区域グランドデザインの策定について
安足健康福祉センター

資料３
令和8(2026)年3月18日

令和７(2025)年度第3回両毛地域医療構想調整会議並びに
両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議



今後の高齢化率上昇と人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、医療需要の変化に対応するため、限りある医療資源
(医療機関・医療従事者等)を有効かつ効率的に活用し、全世代が適切に医療・介護を受けることができ、医療従事者も持続可
能な働き方を確保できる医療提供体制を構築する。

両毛地域において、｢地域で完結・充実を目指す医療｣と｢広域・県域で対応する医療｣を次のとおり整理し、区域内の医療機関
間、医療機関・介護施設間の機能分化・連携の体制を明確にする。

他県(群馬県等)や他の構想区域(特に県南区域)から流入する患者への対応も前提とし、必要な医療提供体制を確保する。

医療機関間の連携、医療と介護の連携については、より具体的な手法により、円滑かつ継続的に連携が図られる体制を確保する。

救急医療については、あり方検討会の協議結果も踏まえつつ、地域・広域で必要な医療提供体制を確保する。

外来医療については、かかりつけ医機能報告と外来医療計画に基づき、外来医療機能の充実・連携の推進を図る。

人材確保については、医師確保計画等を踏まえ、医療従事者の偏在是正等効率的な活用を目指す。

将来の医療需要を見据えて、医療機関の役割分担を明確にし、不足する病床機能の再編・統合を図る。
※必要に応じ見直しを行い、2040年を見据えた次期地域医療構想に向けて深化させていく。

• 初期・二次救急
• 高齢者が罹患する疾患に対する医療
• 在宅復帰を目的とする医療

(リハビリテーション等)
• 療養生活を支える在宅医療等
• 新興感染症、災害医療

地域で完結・充実を目指す医療

• 緊急手術（高度、複雑）を要する医療
• 高度急性期医療
• 希少疾患に対する医療
• 新興感染症(重症)、結核医療、

災害医療(大規模)

広域・県域で対応する医療

1

両毛構想区域グランドデザイン(案)



対応方針現状・課題

• 圏域患者の流出入状況を分析し、医療機能や供給量
を把握した上で、適切な医療提供体制について検討す
る

• 病床の機能分化・連携を進め、円滑な転院等、入院医
療の充実を図る

• 県平均よりも人口減少が早く、特に年少人口と生産年
齢人口が減少。高齢化率が高く、高齢者の医療需要は
増加

• 入院は2030年をピークに減少、外来は既に減少傾向
• 入院患者の流入は栃木市および県外からの高齢者が多

く、一方で流出は県外を除くと県南圏域への傾向が顕著

医療需要

• 初期・二次救急の各段階における医療機関の役割分担
を整理する

• 入院早期から必要なリハビリテーションの提供等、高齢者
救急の受け入れ体制の在り方について検討を進める

• ACP推進など介護施設等で対応力の強化を図る
• 救急医療の適正利用に向け、県民等へ理解促進を図

る

• 初期・二次救急の患者数増加に対応できる人材の不足
• 二次救急の受け入れ体制ひっ迫
• 特定の病院への救急搬送の偏り
• 初期・二次・三次救急の棲み分けが不明瞭
• 救急医療の不適切な利用

救急医療

• 入院から在宅医療・介護施設への患者の移行状況等を
分析し、在宅医療の提供体制等の現状を把握する

• 関係機関と連携し、保健医療計画に基づく在宅医療体
制の強化と供給力向上を図る

• ACPの更なる普及啓発を行う
• 医療機関のICTやオンライン診療の活用を促進する

• 在宅医療の需要拡大に対応する医療機関等が不足
• 在宅患者の急変時の受け入れ先の確保が不十分
• ACP策定など患者の意思決定に係る支援が不足在宅医療

• 外来・在宅医療等の需要と資源の状況等を分析し、必
要な外来医療機能の確保・充実、分化・連携等の推進
を図る

• かかりつけ医機能制度の周知を図る
• へき地の医療提供を安定させる仕組みづくりを推進する

• 外来医療計画に基づく機能分化、連携が不十分(健
診・予防接種・時間外対応等)

• 医療機関等へのアクセス性を考慮した、へき地診療所の
機能充実が必要(オンライン診療等)

外来医療

2

両毛構想区域グランドデザイン（案）

両毛構想区域の現状・課題、対応方針①

・「広域・県域で対応すべきもの」
・「地域内で対応すべきもの」



対応方針現状・課題

• 医療・介護データ等により現状を把握し、研修等の実施
により、医療機関と介護施設の役割・機能分担について
検討する

• 円滑で切れ目のない入退院調整等の支援を目指す
• 介護施設での管理・看取り・緊急対応・ACPを含む連携

強化を図る

• 退院後や療養生活において、医療機関・在宅医療機
関・介護施設の機能分化と、多職種による連携体制が
必要

• 介護施設での看取り体制が不十分
医療と介護の
連携

• 医師の地域間や診療科間の偏在是正、地域枠を用い
た医療従事者の確保・養成を図る

• 医師以外の医療従事者についても、養成のあり方や離
職の課題、専門性を発揮した効果的な活用を進める

• 過疎地域等については、拠点となる医療機関から医師
派遣や巡回診療、ICTの活用を推進する

• 労働環境の改善のため、働き方改革等の推進を行う

• 医療従事者の不足により、休日夜間診療の継続が困難
になるおそれ

• 小児科や産婦人科など、特定の診療科で深刻な医師
不足と高齢化が進行

• がん等専門分野への体制が不十分
• 医師の働き方改革を推進しつつ、医療提供体制の維

持・確保が必要

人材確保

• 医療機関の役割分担を明確化し、将来の医療需要を
踏まえた連携・再編・集約化や、病床機能の分化・連携
による急性期病院の後方支援体制の充実など、効果
的・効率的な医療提供体制について検討する

• 急性期治療後のリハビリ体制が不十分で、回復期・慢
性期病床の不足から転院調整が難航

その他
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両毛構想区域グランドデザイン（案）

両毛構想区域の現状・課題、対応方針②

・「広域・県域で対応すべきもの」
・「地域内で対応すべきもの」



外来医療計画に基づく取組状況について
栃木県 保健福祉部 医療政策課

１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

４ 両毛地域医療機器の共同利用計画について

資料４
令和8(2026)年3月18日

令和７(2025)年度第3回両毛地域医療構想調整会議並びに
両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議



１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表）



（参考）他圏域の集計結果



• 紹介受診重点外来の初診に占め
る割合が40％以上又は再診に占
める割合が25％以上の場合は太
字斜体

(重点外来に係る基準を満たす場
合はいずれも太字斜体)

• 紹介率50％以上又は逆紹介率
40％以上の場合は太字斜体
(紹介率・ 逆紹介率に係る水準を
満たす場合はいずれも太字斜体)
※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関
（R7.8公表）
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6

・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表） ：報告未完了の医療機関
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：報告未完了の医療機関
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表） ：報告未完了の医療機関
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・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R7.8公表）



1111

・ 紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
・ 紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答



１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

４ 両毛地域医療機器の共同利用計画について
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○ 紹介受診重点医療機関として広告可能
○ 地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を提供した場合、

連携強化診療情報提供料を算定可能
（これまでは、かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関からの紹介に限定）

特定機能病院
地域医療支援病院
一般病床数200床
未満の医療機関

紹介受診重点医療機関について
○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図る
○ 医療資源を重点的に活用する外来※を地域で基幹的に担う医療機関

※ ① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来

制度概要

○ 上記に加え、紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点（入院初日）を
算定可能

○ 紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収
【初診】医科：7,000円以上 歯科：5,000円以上
【再診】医科：3,000円以上 歯科：1,900円以上
※ 新たに紹介受診重点医療機関となってから６か月の経過措置あり

(公表があった日から起算して6ヶ月以内での定額負担は、医療機関の判断により徴収しないことも可能)

上記以外の病院



那須赤十字病院、国際医療福祉大学病院、済生会宇都宮病院、
栃木県立がんセンター、芳賀赤十字病院、自治医科大学附属病院

厚生労働省資料を
加工し追記

14

【水準◯】NHO栃木医療センター、NHO宇都宮病院、TMCしもつが、
新小山市民病院、獨協医科大学病院、足利赤十字病院、
佐野厚生総合病院、佐野医師会病院

【水準× 地域医療支援病院○】獨協医科大学日光医療センター



公表(県HP)
４月１日に医療機関リストを公表

※ 医療機関においては、公表日から紹介受診重点医療機関に係る診療報酬を加算可能

結果通知

「地域の協議の場」における協議と公表の流れ

15

地域医療構想
調整会議

における協議

知事から紹介受診重点医療機関宛て通知を発出（今回協議が整った全ての医療機関）
※ 医療機関においては、患者に対して事前に周知

事
務
局
か
ら
説
明

医
療
機
関
か
ら
説
明

紹介受診重点医療機関制度の概要、外来機能報告の結果等についての説明
医療機関に係る説明（各５分程度）
(１) すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準又は水準※を満たす場合

※ 基準：紹介受診重点外来が初診の40％以上かつ再診の25％以上
水準：紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上
紹介受診重点医療機関となる意向、基準／水準の充足状況について

(２) すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準及び水準を満たさない場合
紹介受診重点医療機関となる意向、基準を満たす蓋然性・スケジュール、
地域における役割等について

(３) 今回新たに「意向あり」と回答した場合
紹介受診重点医療機関となる意向、基準を満たす蓋然性・スケジュール、
地域における役割等について

決議（議長により決を採る）

１
２

３



１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

４ 両毛地域医療機器の共同利用計画について



外来医療計画に基づく地域における外来医療機能の不足・偏在等への取組について

17

外来医療計画（８期前期計画）の概要

全ての二次保健医療圏において必要な外来医療提供体制が確保されるよう、新規開業希望者の自
主的な行動変容が求められている。特に、既に診療所医師数が一定程度充足していると考えられ
る外来医師多数区域での新規開業については、新規開業希望者に対して外来医師の偏在の状況を
十分に踏まえた判断を促す必要がある。

そのため、外来医師多数区域においては、新規開業者に対して、外来医療に関する情報を提供す
るとともに、地域で不足する外来医療機能* を担うことへの協力を求める。

*「夜間や休日等における地域の初期救急医療」、「在宅医療」

併せて、「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」の改正（令和５年３月）
に伴い、外来医師多数区域以外の区域においても、当該地域で不足する医療機能を担うよう求め
ることとする。

二次医療圏ごとの外来医師偏在指標や外来医療に関する情報等を提供する

新規開業者に対して、開設届と併せて「意向確認書」の提出を求めることにより、
地域で不足する外来医療機能等を担うことへの意向を確認する

合意の状況については、「外来医療に関する協議の場（＝地域医療構想調整会
議）」において、意向確認書の提出状況を共有する



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

18

両毛医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

両毛 足利ばんどう眼科クリニック 足利市朝倉町3-13-13 眼科 R7.6.1 ○

両毛 朝倉町よしだクリニック 足利市朝倉町３丁目１５－１９
泌尿器科(人工透析)、腎
臓内科、腎臓外科、内科

R7.11.1 ○ ○

両毛 おかだ内科・脳神経クリニック 佐野市高萩町４３７－７
内科、脳神経内科、脳神
経外科

R8.1.7 ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



（参考）他圏域の提出状況



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

20

県北医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県北
尾形医院（R7.6.1から「アグリホーム
クリニックしおや」に診療所名変更）

塩谷町玉生570-1 内、外、胃内、肛内、精 R7.4.1 ○ ○

県北 にいたに内科・糖尿病クリニック 高根沢町宝石台4-1-16 内、糖、内分泌内 R7.4.6
新規開業のため当面は通常診療時間内、院内での
診療体制を確保することに専念したい

県北 那須あしたの眼科 那須塩原市豊浦中町100-679 眼 R7.6.1 ○ 開業はじめのため余裕がないため。

県北 れいめい内科・循環器内科クリニック 那須塩原市島方597-1 内、循内、リハ R7.6.6 ○ ○

県北 もみじ通りクリニック 那須塩原市南町６-14
内、消内、肝内、内視鏡
内、心内、精

R7.9.29 ○ ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

21

県西医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県西 日光・ふじの原病院 日光市高徳632
内科、人工透析内科、整
形外科

R7.9.1 ○ ○ ○

県西 ぶんかばしファミリークリニック 鹿沼市文化橋町2300-1 内科、小児科 R7.4.1 ○ ○ ○

県西 さつきクリニック 鹿沼市白桑田字松原251-11 整形外科、内科、外科 R7.2.6 ○

県西 うわのまちクリニック 鹿沼市上野町311-4 婦人科 R7.5.1 ○ ○

県西 ヨルノクリニック 鹿沼市樅山町371 内科、美容内科 R7.8.3 ○ ○ ○

県西 かわなクリニック 鹿沼市上殿町471-6 内科、循環器内科 R8.1.1 ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

宇都宮 あんどうこどもクリニック 宇都宮市東簗瀬１－１９－１
内科、小児科、アレルギー
科

R7.4.1 ○

宇都宮
池田呼吸器アレルギー内科クリニッ
ク

宇都宮市鶴田町2126‐5
内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

R7.4.1 ○ ○ ○

宇都宮 ひつき内科診療所 宇都宮市西川田町183‐21
内科、皮膚科、消化器内
科

R7.4.8 ○

宇都宮 なないろファミリークリニック 宇都宮市鶴田町1020‐3 内科、小児科、漢方内科 R7.4.9 ○ ○ ○

宇都宮 東京AGAクリニック宇都宮院
宇都宮市駅前通り３‐1‐5　つちやビ
ル５階

皮膚科、美容外科 R7.4.18
完全予約制の美容クリニックであり、管理者が県
内在住ではないため、初期救急・在宅医療のいず
れも担うことが困難であるため。

宇都宮 大林クリニック 宇都宮市簗瀬町2561‐8
内科、脳神経外科、リハビ
リテーション科

R7.5.1 ○

宇都宮 みらいとクリニック 宇都宮市一条1‐4‐17
内科、循環器内科、腎臓
内科、呼吸器内科、泌尿
器科

R7.5.10 ○ ○

宇都宮 すなおクリニック宇都宮診療所
宇都宮市駅前通り2‐3‐5　ユニマッ
ト宇都宮ビル５階

精神科、心療内科 R7.6.17
精神科疾患患者対応のみを運営する診療所であ
るため、初期救急・在宅医療のいずれも担うこと
が困難なため

宇都宮 おがたクリニック 宇都宮市竹林町975‐1 内科、泌尿器科 R7.11.1 ○ ○ ○

宇都宮 済心ホームクリニック 宇都宮市元今泉7‐35‐9
内科、外科、循環器内科、
心臓血管外科、神経内
科、精神科

R7.11.1 ○

宇都宮 あおぞら内科・呼吸器クリニック 宇都宮市西川田町５０７
内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

R7.11.12 ○ ○

宇都宮 はぎわらクリニック 宇都宮市下川俣町209‐１７４ 泌尿器科、皮膚科 R8.1.1
従事者の体制が十分に確保できず、初期救急・在
宅医療のいずれも担うことが困難であるため。

宇都宮 とちのきこころのクリニック
宇都宮市東宿郷2‐3‐12　IRビル宇
都宮フロア３階

精神科、心療内科 R8.1.7
精神科疾患患者対応のみを運営する診療所であ
るため、初期救急・在宅医療のいずれも担うこと
が困難なため

宇都宮 宇都宮スキンクリニック
宇都宮市今泉町2164‐1　ディア
コートB１０２

美容皮膚科、美容外科 R8.1.13
美容専門の診療所であり、初期救急・在宅医療の
いずれも担うことが困難なため。

宇都宮 エミナルクリニック宇都宮院
宇都宮市中央１‐1‐1　宇都宮アクシ
スビル１０１号室・１０２号室

美容皮膚科 R8.1.22 ○

宇都宮 ルラ美容クリニック宇都宮院
宇都宮市大通り2‐1‐4　宇都宮サテ
ライトビル７階・８階A室

美容皮膚科、美容外科 R8.1.24
美容専門の診療所であり、初期救急・在宅医療の
いずれも担うことが困難なため。

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向

地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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宇都宮医療圏 令和７年４月～令和８年１月分



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況
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県東医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県東 西真岡つむぎクリニック 真岡市東沼６５７
小児科、精神科、児童精
神科

R7.6.16
夜間休日の対応は想定していない。軌道に乗れば
予防接種は実施していきたい。

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

24

県南医療圏 令和７年４月～令和８年１月分

初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他

県南 ゆうゆうホームクリニック 小山市東城南1-17-13 2F 内科、外科 R7.4.1 ○ ○ ○

県南 みぶ整形外科クリニック 壬生町安塚字下原765-1 整形外科、美容皮膚科 R7.4.10 ○ ○ 設備及び人員が確保できないため

県南 Hisashiクリニック 小山市雨ヶ谷新田25-7 内科、整形外科 R7.7.1
オンライン診療を中心に診療を行いたいと考えて
いるため

県南 にしかたホームクリニック 栃木市西方町元621-1 内科、循環器内科 R7.9.1 ○ ○ 在宅を優先するため

県南 れもん在宅クリニック 下野市祇園1丁目１３－２ﾀｶﾔﾏﾋﾞﾙ２階 内科 R7.10.1 ○ ○ ○

県南
医療法人社団東仁会グリーンタウン
クリニック

下野市祇園2-3-2
内、腎臓内科（人工透
析）、循環器内科、糖尿
病・代謝内科

R7.12.1 ○ ○ ○

（意向がない場合）その理由地域で不足する外来医療機能 地域で不足する外来医療機能以外圏域 医療機関名 所在地 診療科 開設日

地域で不足する外来医療機能等を担う意向



１ 令和７年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

３ 地域で不足する外来医療機能に係る意向確認書の提出状況

４ 両毛地域医療機器の共同利用計画について
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両毛地域医療機器の共同利用計画について

医療機器共同利用計画書提出一覧
令和７(2025)年８月～令和８(2026)年２月

R８(2026).３.１現在

共同利用を行わない理由共同利用の相手方共同利用計画書提出日備付年月日
台
数

医療機器等医療機関名

病院

登録医療機関
(両毛地域、群馬
県等の医療機関)

○R7.12.17R7.12.171
マルチスラ
イスCT

足利赤十字病院

登録医療機関
(両毛地域、群馬
県等の医療機関)

○R8.1.20R8.1.201
マンモグラ
フィー

診療所

・新規開設であり、近隣医療機
関との連携がすぐには無いため

なし×R8.1.8R8.1.191MRI
おかだ内科・脳
神経クリニック



かかりつけ医機能報告制度の協議の場について

かかりつけ医機能報告制度の概要
（かかりつけ医機能報告マニュアル）

R8年度における栃木県の対応

４月以降 県のHPにて公表
（予定）

７月 地域医療構想調整会議

12月 地域医療構想調整会議

集計結果の報告

各地域の
課題・対応策の検討

12月以降 県のHPにて公表
（予定）

お忙しい中、ご報告いただきありがとうございます。
まだお答えいただいていない病院・診療所様におかれましては、期日の３月31日までの回答に御協力をお願いいたします。

令和8年度以降は制度開始直後で報告内容が見通せないため、まずは地域医療構想調整会議で協議します。
７月に集計結果の報告、12月に各地域の課題・対応策についての検討を行い、結果を県のHPで公表いたします。
事業の方向性が定まり次第、適切な会議体において開催する予定です。

資料５
令和8(2026)年3月18日

令和７(2025)年度第3回両毛地域医療構想調整会議並びに
両毛地域病院及び有床診療所会議 合同会議



参考資料
令和8(2026)年3月18日

令和７(2025)年度第3回両毛地域医療構想調整会議



1

両毛



（参考）他圏域の集計結果



3

県北



4

県西

※ 足尾双愛病院：R8.3.31までに全許可病床を返還予定のため報告対象外



5

宇都宮①



6

宇都宮②

※ はぎわらクリニック：R7.8.1付けで全許可病床を返還済のため報告対象外



7

県東



8

県南①



9

県南②


